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婦
人
差
別
撤
廃
条
約
の
早
期
批
准
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

現
在
、
世
界
的
規
模
で
婦
人
の
差
別
撤
廃
と
地
位
向
上
を
図
る
こ
と
が
、
平
和
、
軍
縮
、
民
族
自
決
の
実
現
な 

ど
と
と
も
に
、
人
類
史
的
課
題
と
し
て
追
求
さ
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
な
か
で
、
一
九
七
九
年
に
国
連
で
採
択
さ
れ
た
「
婦
人
差
別
撤
廃
条
約
」
は
、
既
に
一
昨
年
発
効
し
、 

ま
た
、
一
九
八
五
年
を
最
終
年
と
す
る
「
国
連
婦
人
の
十
年
」
も
残
す
と
こ
ろ
二
年
と
な
つ
た
。 

我
が
国
が
、
こ
の
期
間
内
に
本
条
約
を
批
准
す
る
か
否
か
は
、
現
在
、
国
内
外
の
大
き
な
注
視
の
的
と
な
つ
て 

い
る
。
国
内
の
主
要
な
四
十
八
婦
人
団
体
も
一
致
し
て
、
本
条
約
の
早
期
批
准
を
求
め
、
全
国
的
な
運
動
を
展
開

し
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
、
一
九
八
〇
年
の
国
連
婦
人
の
十
年
・
世
界
会
議
へ
の
「
内
閣
総
理
大
臣
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
お
い
て
、 



 

三 

我
が
国
の
現
行
教
育
課
程
の
な
か
に
は
、
明
ら
か
に
本
条
約
に
抵
触
す
る
も
の
が
あ
る
。 

二 

政
府
は
、
本
条
約
の
批
准
の
た
め
国
内
諸
条
件
の
整
備
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
が
、 

2 

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
整
備
を
い
つ
ま
で
に
行
う
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 

批
准
要
件
と
し
て
政
府
が
考
え
て
い
る
整
備
す
べ
き
国
内
法
令
と
は
何
か
。 

婦
人
差
別
撤
廃
条
約
を
「
婦
人
の
地
位
の
向
上
と
男
女
平
等
の
原
則
の
確
立
に
、
飛
躍
的
な
前
進
を
も
た
ら
す

も
の
」
と
高
く
評
価
し
、「
日
本
は
、
今
後
、
後
半
期
に
お
け
る
重
点
課
題
と
し
て
、
本
条
約
の
批
准
に
向
け
て

国
内
諸
条
件
の
整
備
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
」
を
表
明
し
、
同
時
に
、
本
条
約
に
署
名
し
た
。 

こ
の
こ
と
は
、
期
間
内
に
批
准
す
る
こ
と
を
事
実
上
約
束
し
た
と
も
言
え
る
が
、
政
府
は
、
公
式
に
は
一
度

も
明
確
な
意
志
表
明
を
し
て
い
な
い
。 

そ
こ
で
、
一
九
八
五
年
ま
で
の
期
間
内
に
必
ず
批
准
す
る
と
い
う
、
政
府
の
積
極
的
か
つ
確
固
た
る
姿
勢
を

公
式
に
表
明
す
べ
き
だ
が
、
ど
う
か
。 

四 

 



 

四 

国
際
的
に
も
我
が
国
は
、
先
進
国
の
な
か
で
、
長
時
間
労
働
や
深
夜
業
の
多
さ
、
有
給
休
暇
日
数
の
低
さ
な

ど
が
批
判
の
的
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
労
働
基
準
法
の
改
悪
な
ど
母
性
保
護
措
置
の
大
幅
な
改
廃
が
取
り
ざ

た
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
方
向
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。 

3 

さ
ら
に
、
同
法
の
検
討
状
況
及
び
国
会
提
出
の
予
定
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 

ま
た
、
雇
用
平
等
法
制
定
に
当
た
つ
て
は
、
違
反
に
対
し
て
罰
則
を
設
け
る
な
ど
法
の
実
効
性
を
担
保
す

る
措
置
が
必
要
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

1 

検
討
中
と
い
わ
れ
る
雇
用
平
等
法
の
制
定
に
当
た
つ
て
は
、
十
分
な
母
性
の
保
護
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ

る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

2 
条
約
に
照
ら
し
て
、
教
育
課
程
の
改
正
が
必
要
だ
と
考
え
る
が
、
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。 

1 
政
府
は
、
教
育
分
野
の
規
定
で
あ
る
条
約
第
十
条
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
か
。 

そ
こ
で
、 

五 

 



 

 

六 
五 
本
条
約
批
准
に
当
た
り
、
国
籍
法
の
改
正
が
必
要
だ
が
、
政
府
は
、
同
法
の
改
正
案
を
い
つ
の
国
会
に
提
出

す
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 




